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１．高速電気軌道第４号線延伸区間の概要 
 

・高速電気軌道第４号線（以下、「中央線」という。）延伸区間の概

要 
 

（１）コスモスクエア～夢洲間の概要 

① 事業主体：大阪市 

株式会社大阪港トランスポートシステム 

（以下、「ＯＴＳ」という。） 

大阪市高速電気軌道株式会社 

（以下、「大阪メトロ」という。） 

  ② 区間及び営業キロ：コスモスクエア～夢洲間 ３．２㎞ 

  ③ 新設駅数：１駅（夢洲駅） 

  ④ 運行本数：万博期間中 ７７４本／日（上下線） 

⑤ 輸送人員：万博期間中 約２０万人／日（平均） 

⑥ 総事業費：大阪市 ７９，０００百万円（インフラ部） 

ＯＴＳ １９，３００百万円（インフラ外施設(車

両、留置線除く)） 

大阪メトロ ５，３７４百万円（車両、留置線） 

⑦ 開業時期：２０２４年度末（予定） 

 

●延伸区間の路線図 
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（２）整備目的 

夢洲では、２０２５年に大阪・関西万博が開催され、期間中に

約２，８２０万人の来場者を見込んでいる。また、大阪・関西万

博終了後は夢洲地区特定複合観光施設区域の整備計画で統合型

リゾート（ＩＲ）の誘致が決定し、年間約２，０００万人の来場

者を見込み、２０３０年秋の開業を目指している。 

このため、夢洲への主要な交通アクセスとしてコスモスクエア

～夢洲間を整備するものである。 

 

（３）事業スキーム 

大阪市は、インフラ施設を整備・保有し、大阪メトロ及びＯＴ

Ｓに無償で使用させる。 

ＯＴＳは、インフラ外施設のうち鉄道線路、電気施設等を整備・

保有し、大阪メトロに有償で使用させる。 

大阪メトロは、インフラ外施設のうち車両及び留置線を整備・

保有するとともに、大阪市・ＯＴＳからインフラ施設・インフラ

外施設（鉄道線路、電気施設等）を借入れ、旅客の輸送を行う。 

  ※インフラ施設 ：土木構造物、エレベーター、エスカレーター 

インフラ外施設：軌道、駅舎建築仕上げ、駅務機器、信号通信、

電力施設、変電所、車両、留置線 

 

  



 

3 
 

総事業費 １，０３７億円 

（４）資金スキーム 

 

 

※インフラ外部（ＯＴＳ）の事業費内訳：開発者負担金６８億円、財投１２５億円 

 

 

（５）中央線延伸区間の経緯 

 

１９８９年 ５月 運輸政策審議会答申第 10 号において、整備

着手が適当と位置づけ（北港テクノポート線 

海浜緑地（コスモスクエア）～此花方面（新

桜島）間） 

２０００年１０月 ＯＴＳが第一種鉄道事業許可を取得（コスモ

スクエア～新桜島間） 

２０２１年 ３月 第二種鉄道事業者参画の協定を大阪市、Ｏ

ＴＳ、大阪メトロの三者で締結（コスモス

クエア～夢洲間） 

 ２０２３年 ３月 大阪メトロが第二種鉄道事業者に向けて鉄道

施設使用協定書をＯＴＳと締結（コスモスク

エア～夢洲間） 

２０２３年１２月 大阪メトロが第二種鉄道事業許可を取得（コ

スモスクエア～夢洲間） 

 ２０２４年度末   コスモスクエア～夢洲間 開業予定 

  

インフラ部 ７９０億円 インフラ外部 ２４７億円 

大阪港湾局（大阪市） 

７９０億円 

ＯＴＳ 

１９３億円 

大阪メトロ 

５４億円 
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夢洲 

コスモスクエア 

難波 

大阪(梅田) 

JR 桜島線 

出典：「大阪・関西万博 基本計画について」 
   （公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会） 

・中央線延伸区間の整備内容 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●線路配線図 

  

路線図 

万博会場 
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③ 
② 

① 

 ●線路縦断図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 既設トンネル部（海底部）断面図 

 

 

 

 

 

 
 

 

② シールド部断面図     ③開削部（夢洲駅部）断面図 

  

コスモスクエア駅 夢洲駅 
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出典：「北港テクノポート線（仮称）夢洲駅 基本デザイン」 
    

 

 ●夢洲駅の完成イメージ 
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２．加算運賃設定認可申請の概要 
 

・加算運賃設定認可申請の概要 

 

（１）申請者等 

・申請者 

大阪市高速電気軌道株式会社 代表取締役社長 河井英明 

・会社所在地 

大阪府大阪市西区九条南１丁目１２番６２号 

 

（２）申請内容 

・設定しようとする旅客運賃の上限を適用する路線 

中央線（コスモスクエア～夢洲間 営業キロ３．２㎞） 

 

・設定しようとする旅客運賃の上限の種類、額及び適用方法 

(ア) 普通旅客運賃（加算運賃）     ９０円 

(イ) 定期旅客運賃（加算運賃） 

・通勤定期（１か月） ３，３７０円 

・通学定期（１か月） １，５２０円  

中央線のコスモスクエアから夢洲の区間を乗車する場合は、

普通旅客運賃及び定期旅客運賃に上記の額を加算する。 

 

※当該区間の普通旅客運賃及び定期旅客運賃は、既存区間と同様と

する。（報告事項） 

 

（３）実施予定年月日 

２０２４年度末 
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（４）中央線延伸に係る加算運賃設定の考え方 

 

①  加算運賃設定を行う理由 

延伸区間を単独事業として考えた場合、延伸区間の基本運賃によ

る収益のみでは、延伸事業で大阪メトロに発生する資本費コスト及

びＯＴＳに対して支払う線路使用料の負担が困難であることから、

受益者負担の観点から、延伸区間の利用者が負担する加算運賃を設

定し、事業収支の均衡を目指すため。 

 

②  加算運賃設定額の考え方 

第一種事業者のＯＴＳと第二種事業者の大阪メトロが保有する資

産には、土木構造物等の償却期間の長い資産が存在せず、減価償却

期間が２０年前後となっている。また、ＯＴＳがインフラ外施設を

整備するための借入も２０年間で償還することとなっている。 

上記により、大阪メトロ及びＯＴＳが保有する資産の減価償却期

間である２０年を目安に、累積損益収支及び累積資金収支を黒字化

するため、９０円（普通大人運賃の場合）の加算運賃設定額を算出

したものである。 
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・中央線延伸区間収入原価算定表 

 

算 定 区 間：コスモスクエア～夢洲（３.２km） 

 

（単位：百万円） 

 
※端数処理のため、各項目の計と合計が一致しない場合がある 

 

 

 

 

 

 

2025年度 2026年度 2027年度
2025年度～
2027年度計

5,986 211 301 6,497
基本運賃収入 3,342 115 163 3,620
加算運賃収入 2,321 85 121 2,527
その他収入 323 11 16 350

4,677 2,786 2,722 10,185
人件費 605 565 568 1,738
経費(動力費) 190 118 120 429
経費(その他) 610 615 620 1,846
線路使用料 740 740 740 2,220
諸税 101 40 34 175
減価償却費 1,776 668 572 3,017
法人税等 576 0 0 576
支払利息 80 39 67 185

1,308 ▲ 2,575 ▲ 2,421 ▲ 3,688
128.0% 7.6% 11.0% 63.8%

差引損益
収支率

項目
平年度

収入計

支出計
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（参考）  

・他社における加算運賃の設定状況 
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３．会社の概要について 

・大阪市高速電気軌道株式会社の概要 

（１）会社概要 

①  設 立 ：２０１８年４月１日 

②  会社名 ：大阪市高速電気軌道株式会社 

③ 代表者 ：代表取締役社長 河井 英明 

④ 所在地 ：大阪府大阪市西区九条南１丁目１２番地６２号 

⑤ 資本金及び株主（２０２３年３月３１日現在） 

   資本金 ：２，５００億円 

株 主 ：大阪市（１００％） 

⑥ 主な事業：軌道法及び鉄道事業法に基づく運輸業 

⑦ 社員数 ：５，０２８名（２０２３年４月１日現在） 

 

（２）輸送状況 

（２０２３年３月３１日現在） 

①  営業範囲  ： １府（大阪府） 

②  営業路線数 ： ９線（高速電気軌道全８号線、南港ポー  

トタウン線） 

③  営業キロ数 ： １３７．８㎞ 

④  駅   数 ： １３３駅 

⑤  保有車両数 ： １，３７４両 

⑥  輸送実績（２０２２年度） 

輸送人員  ： ８０８，８０９千人 

旅客運輸収入： １３１，１６８，８９０千円 
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・株式会社大阪港トランスポートシステムの概要 

 

（１）会社概要 

①  設 立 ：１９７４年７月１０日 

②  会社名 ：株式会社大阪港トランスポートシステム 

③ 代表者 ：代表取締役 美濃出 宏人 

④  所在地 ：大阪市住之江区南港東４丁目１０番１０８号２階 

⑤ 資本金及び株主（２０２３年３月３１日現在） 

資本金 ：５０億円 

株 主 ：大阪市（７０％） 

       銀行、損害保険会社、大阪ガス(株)、関西電力

(株)等（３０％）             

⑥ 主な事業：不動産管理事業、鉄道事業 

⑦  社員数  ：職員１７名（２０２３年３月３１日現在）  

 

（２）主要事業 

① 不動産管理事業 

・大阪南港において公共トラックターミナルなどの各種物流

施設を管理、運営 

 ●大阪南港トラックターミナル 

 ●大阪区域トラックセンター 

 ●大阪南港海上コンテナシャーシプール 

 

② 鉄道事業 

・第三種鉄道事業者として「南港・港区連絡線」の線路保有 

・第一種鉄道事業者として「北港テクノポート線」のインフ

ラ外施設整備 

 

（３）沿革 

・１９７４年 ７月 「株式会社南港複合ターミナル」とし

て設立 

・１９７５年 ５月  トラックターミナル事業免許取得 

・１９８８年１２月  「南港・港区連絡線」鉄道事業免許取
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得（大阪港～トレードセンター前

間）、軌道事業特許取得（トレードセ

ンター前～中ふ頭間） 

・１９８９年 ８月   社名を「株式会社大阪港トランスポ

ートシステム」に変更 

・１９９７年１２月 「南港・港区連絡線」開業 

・２０００年１０月 「北港テクノポート線」鉄道事業許可

取得（コスモスクエア～新桜島間） 

・２００５年 ７月  「南港・港区連絡線」（大阪港～トレー

ドセンター前）の事業形態を第三種鉄

道事業に変更 

軌道事業（トレードセンター前～中ふ

頭間）について、大阪市へ譲渡 
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